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産業建設委員会 会議録 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和元年６月１２日（水曜日） 

午後１時開会，午後１時４７分閉会 

場 所 第４委員会室 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日 程 

１ 開  会 

２ 委員長挨拶 

３ 協議事項 

（１）付託された議案の審査 

ア 議案第 72号 土浦市沖宿漁港管理条例の一部改正について 

イ 議案第 74号 土浦市水道事業の設置等に関する条例及び土浦市水道 

事業給水条例の一部改正について 

ウ 議案第 77号 令和元年度土浦市一般会計補正予算（第 3回）第 1表～ 

        歳出中第 6款（商工費），第 7款（土木費） 

エ 議案第 79号  令和元年度土浦市下水道事業特別会計補正予算（第 1回） 

オ 議案第 80号 市道の路線の認定について  

カ 議案第 81号 市道の路線の廃止について  

（２）報告事項 

   ア 入札案件について 

   イ 工事発注状況報告について 

（３）その他 

４ 各種委員会委員の選出 

   ア 土浦市環境審議会委員 1名 

   イ 土浦市地域医療運営協議会委員 1名 

５ その他 

６ 閉 会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（７名） 

 委員長  勝田 達也 

 副委員長 小坂  博 

 委 員  内田 卓男 

 委 員  寺内  充 

 委 員  矢口  清 

 委 員  栁澤  明 

 委 員  平石 勝司 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席委員（１名） 

 委 員  柏村 忠志 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者（１２名） 

 都市産業部長     塚本 隆行 

 建設部長       岡田 美徳 

 商工観光課長    皆藤 秀宏 

 農林水産課長    室町 和徳 

 都市計画課長    佐々木 啓 

 建築指導課長    坂本 憲一 

 道路課長      草間 正志 

 住宅営繕課長    櫻井 良哉 

 下水道課長     和田 利昭 

 公園街路課長    浅岡 武徳 

 水道課長      黒須 清一 

 農業委員会事務局長 下村  浩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

 主 査 村瀬 潤一 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

傍聴者（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○勝田委員長 ただ今から産業建設委員会を開催いたします。それでは早速，協議事項

に入ります。議案第７２号土浦市沖宿漁港管理条例の一部改正について，執行部よ

り説明願います。 

○室町農林水産課長 議案書１５ページをお願いいたします。土浦市沖宿漁港管理条例

の一部を次のように改正するものでございます。今回の条例改正の趣旨につきまし

ては，国において，模範漁港管理規程例が改正され，その中で，占用許可期間が改

正されたこととなり，条例の該当部分を改正するものでございます。改正内容につ

きましては，占用期間を改めるもので，こちらに記載のとおり第１１条第３項中の

１年を１０年に改めるものです。この条例は，公布の日から施行するものといたし

ます。説明につきましては以上でございます。 

○勝田委員長 只今の説明について，何かご質疑はございますか。 

（「なし」という声あり） 

○勝田委員長 なければお諮りいたします。議案第７２号土浦市沖宿漁港管理条例の 

一部改正については，原案どおり決することに，ご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○勝田委員長 ご異議なしと認めます。よって議案第７２号は，原案どおり決しました。

次に，議案第７４号土浦市水道事業の設置等に関する条例及び土浦市水道事業給水

条例の一部改正について執行部より説明願います。 

○黒須水道課長 議案書２３ページをお願いします。土浦市水道事業の設置等に関する

条例及び土浦市水道事業給水条例の一部改正につきまして，ご説明いたします。内

容につきましては，これまで市の給水区域外でありました中村簡易水道事業及び右

籾簡易水道事業区域を本市給水区域に編入することに伴い，市内全域が給水区域と

なったことから条例改正が生じたものでございます。具体的には，それぞれの条例

で定めております給水区域のただし書き及びかっこ書きの「中村南一丁目，中村南

五丁目及び右籾のそれぞれの一部を除く」という文言の削除でございます。説明に

つきましては以上でございます。 

○勝田委員長 只今の説明について，何かご質疑はございますか。 

○内田委員 その他に簡易水道であるとか，そういう組合は，他にもあるのでしょうか。 

○黒須水道課長 そちらが給水区域に入ると，市内全域が給水エリアになりますので，

簡易水道組合で持っている給水エリアは，無くなるということになります。 

○内田委員 分かりました。 

○勝田委員長 その他ございますか。 

（「なし」という声あり） 

○勝田委員長 なければお諮りいたします。議案第７４号土浦市水道事業の設置等に 

関する条例及び土浦市水道事業給水条例の一部改正については，原案どおり決する

ことに，ご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○勝田委員長 ご異議なしと認めます。よって議案第７４号は，原案どおり決しました。
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次に，議案第７７号令和元年度土浦市一般会計補正予算（第３回）第１表～歳出中

第６款（商工費），第７款（土木費）について執行部より説明願います。 

○皆藤商工観光課長 令和元年度土浦市一般会計補正予算（第３回）でございます。  

４１ページの一番上の欄をお願いいたします。６款商工費，１項商工費，５目観光

費でございます。今回の補正予算額は，３４５万円の増額をお願いするものでござ

います。内訳でございますが，小町の館新設駐車場整備予定地境界測量委託料につ

いて，４５万円の増額補正をお願いするものでございます。理由といたしましては，

駐車場整備予定地と市道との境界を確定するためでございます。続きまして霞ヶ浦

サイクルツーリズム推進委託料３００万円の増額補正をお願いするものですが，理

由といたしましては，サイクルーズ事業につきまして，本市が実施した前期分に加

えまして，県，潮来市及び行方市と連携し，つくば霞ヶ浦りんりんロード周辺の港

に，広域的に寄港させる後期分の委託料の増額でございます。また，県，潮来市，行

方市より，合計で増額補正額と同額の業務受託金収入がございます。説明は以上で

ございます。 

○室町農林水産課長 引き続き，同じページの中段の表をご覧ください。７款２項１目

道路橋梁管理事業です。今回補正要求につきましては，平成 7 年度から県営事業で

実施しておりました手野地区基盤整備事業が，平成３１年３月に完了したことに伴

い，この事業で作りました道路について，道路台帳の加除補正を実施するために，

委託料３，０９０万円の増額補正をお願いするものです。説明は以上でございます。 

○勝田委員長 只今の説明について，何かご質疑はございますか。 

○矢口委員 小町の館新設駐車場の４５万円について，この後の予定は。 

○皆藤商工観光課長 今後の予定といたしましては，６月中に都市開発基金を活用いた

しまして，整備予定地を購入する予定でございます。また，９月議会におきまして

は，工事請負費の補正，また，土地の買戻しの補正をお願いいたしまして，１１月

に入札をさせていただいて，工事に入らせていただく予定となっております。そし

て，予定としましては，来年の２月末の完成に向けて進めております。 

○勝田委員長 よろしいですか。 

○矢口委員 はい。 

○内田委員 よく分かりました。供用開始が２月ですとか，今後はそういうことも一緒

に説明して下さい。 

○勝田委員長 その他ございますか。 

（「なし」という声あり） 

○勝田委員長 なければお諮りいたします。議案第７７号令和元年度土浦市一般会計 

補正予算（第３回）第１表～歳出中第 6款（商工費），第 7款（土木費）は，原案ど

おり  決することに，ご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○勝田委員長 ご異議なしと認めます。よって議案第７７号は，原案どおり決しました。

次に，議案第７９号令和元年度土浦市下水道事業特別会計補正予算（第 1 回）につ
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いて執行部より説明願います。 

○和田下水道課長 ４７ページをお願いいたします。令和元年度土浦市下水道事業特別

会計補正予算（第１回）につきまして，今回の補正は，歳入・歳出予算の総額に，そ

れぞれ８，２５０万円を追加し，総額をそれぞれ４５億２，３０４万５，０００円

とするものでございます。主な補正内容でございますが，社会資本整備総合交付金

の内示額の増額確定に伴うものでございます。歳入の内訳につきまして，５３ペー

ジをお願いいたします。増額補正に係る主な歳入の内訳でございますが，上から２

つ目，１項国庫交付金の１目下水道費国庫交付金とその他，受益者負担金・下水道

費債などでございます。５４ページをお願いいたします。歳出の内訳でございます

が，２項下水道建設費の１目公共下水道整備費の汚水管渠布設工事費の国庫補助分

及び雨水排水路整備工事費の国庫補助分を増額するものでございます。下水道課か

らの説明は以上でございます。 

○勝田委員長 只今の説明について，何かご質疑はございますか。 

○栁澤委員 受益者負担金について，以前，都市建設委員会の時に，お話をさせていた

だきましたが，当時と現在は変わっているかどうか分かりませんが，当時は，敷地

面積当り４００円とか４５０円という単価で，一律に，受益者負担金を決めていた

時期が  あったと思いますが，金額の決め方とかは現在も同じですか。 

○和田下水道課長 栁澤委員がいた頃とやり方としては同じやり方でございます。旧市

内ですと平方メートル当り４５０円で，今整備しております神立地区では，４１０円

となっており，１人当たりの単価となっております。 

○栁澤委員 当時から非常に不合理で。雨水は公共下水道には入れていないよね。基本

的には生活排水でしょ。家族当りの割り振りで１０人家族ならば，１人あたり１万

円で，１０万円。排水量ということでそれなら分かるけれども，単純に屋敷が広い

ということで，特にこれは，農家の話なんだけれども，農家によっては，屋敷が１

反歩とか，２反歩とかという屋敷が結構ある訳でしょ。そういった場合に，家族が

２人とか３人しかいない５０坪位の住宅とは，１０倍位も違ってきてしまう話だよ

ね。当時も随分あった訳でしょ。そんな前段があって，その受益者負担金の掛け方

を変えたらいいでしょうという話を何回もさせていただきました。未だに変わって

いないということは，まだまだ考慮の余地があるのかなという気がします。一律に

面積当りいくら。それ１本で行くのではなくて，例えば，半分は，宅地面積によっ

て掛ける。後の半分は，家族構成によって掛ける等，家族構成も増えたり減ったり

で難しい部分もあると思いますが，そういうふうに変えていかないと。本管通した

けれども，そんなに受益者負担金を取られては，つながないよということになると

思うよ。本管は通ったけれども，使ってくれない土地が発生してくる可能性が大き

く，非常に不公平だと思います。その辺のところも検討していただきたいと思いま

す。 

○和田下水道課長 受益者負担金の掛け方ですけれども，栁澤委員がおっしゃるとおり

ですね，筆ごとの面積で掛けますので，かなりの金額になることはおっしゃるとお
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りでございます。今現在の措置といたしましては，まずは，屋敷の中で，主に宅地

として使用しているような面積につきましては，現状を調査した中で負担金を掛け

させていただいて，例えば，１筆の中で，竹やぶがあったりするような土地は非常

に多いと思います。そういうところには，猶予措置をとらせていただいて，将来的

に宅地化された時に，猶予を解くような，そういった措置をとらせていただいてお

りますが，家族構成の人数当りについての 賦課の仕方がありませんので，そちら

につきましては，茨城県の方に状況を確認しながら，研究させていただきたいと考

えております。 

○栁澤委員 柔軟性のあるお答えでしたが，今まで１筆だったという屋敷が結構ありま

して，１筆でも２００坪，３００坪という屋敷もある訳で。それを分筆してしまう

とお金が掛かってきてしまい，そうなっては困るので，例えば，１反歩の屋敷に５

０坪の建物が建っているとすれば，建蔽率からいって，敷地面積が８０坪必要とい

うことで，８０坪に対する評価というか，課税というか，そういう解釈でいいのか

な。 

○和田下水道課長 あくまでも分筆行為はしないで，一度現地を確認した中での，宅地と

して使用されているのか調査した中で，確認して，その面積分をまず掛けるような形

にしています。 

○栁澤委員 再度確認なんですけれども，屋敷の中に建築面積３０坪の建物が建って 

いるとするよ。建蔽率があって，４割とか５割とか地目によってある訳だよ。その

建蔽率を土台にして，３０坪の屋敷だから，ここは，その１．５倍で，４５坪分の宅

地だよというそういう評価をするという解釈でいいのかな。ではないのかな。本来

はそういう  ふうにするべきだと言っているんだよ。そうしないと合理的じゃな

いでしょ。という話を今しているんですけれども。そういうふうにしてもらいたい

という話なんだけれど，どうですか。 

○和田下水道課長 多少ですね，栁澤委員からお話の食い違いがあるかと思いますので，

その辺をもう一度調査をさせていただいて検討させていただきます。 

○勝田委員長 よろしいでしょうか。 

○栁澤委員 はい。 

○勝田委員長 その他ございますか。 

（「なし」という声あり） 

○勝田委員長 なければお諮りいたします。議案第７９号令和元年度土浦市下水道事業

特別会計補正予算（第 1回）は，原案どおり決することに，ご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○勝田委員長 ご異議なしと認めます。よって議案第７９号は，原案どおり決しました。

次に，議案第８０号市道の路線の認定について執行部より説明願います。 

○室町農林水産課長 議案書の５７ページをお願いします。今回認定をお願いする路線

は５９路線となっており，その内，農林水産課が関連する路線からご説明いたしま

す。１枚おめくりいただき５９ページをお願いいたします。市道路線認定調書にな
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っております。１段目の手野１９６号線から２枚ページをめくっていただきまして，

６２ページの２段目，田村２１４号線までの５６路線につきましては，手野地区基

盤整備事業の完了に伴い認定をお願いするものでございます。次のページ，６３ペ

ージが認定をお願いする市道路線図となります。ここまでが農林水産課の説明とな

ります。なお，本日，お配りしております別紙の方をお願いします。事前委員会の

際に，栁澤委員より，市道認定されている道路は，農林水産省の補助事業が活用出

来ない旨のお話しがありましたので，本日配布させていただきました資料にて，農

道整備の補助事業制度を参考までに説明させていただきます。別添資料の農道整備

事業における補助事業制度についてをご覧ください。前回，私の方からも，市道認

定されている道路では，農林水産省の補助事業は受けられないとお話しさせていた

だきましたが，再度，県に確認させていただきましたところ，県からは，必ずしも

市道認定の有無は必要は無いとの事でございます。原則は，市道認定されていない

道路でなければならないそうですが，市道であっても１級，２級の市道以外のその

他の市道であれば，国の補助事業として成りうるとのことでした。この資料にあり

ますように，国庫補助事業としては，農産漁業地域整備交付金農地整備事業等，県

単補助事業としては，県単土地改良事業農道整備がございます。それぞれ事業制度

の内容等でございますが，国庫補助事業では，事業主体が県で，負担割合は，県の

事業となります。国が５０％，県が２５％，市で２５％となっております。事業採

択要件につきましては，受益面積が５０ｈａ以上。総事業費５，０００万円以上。

全幅員４．５ｍ以上が主な事業選択要件となっております。次に，県単補助事業に

つきましては，事業主体は，市町村または土地改良事業等，負担割合につきまして

は，県から３７．５％の補助を受けて事業を実施するもので，事業採択要件といた

しましては，受益面積が５ｈａから２０ｈａ，事業費が２０万円以上というのが主

な要件となっているところでございます。この中で，国庫補助事業につきましては，

採択要件としまして，受益面積が５０ｈａ以上となることから，現在，農林水産課

において計画されている農道整備箇所では該当となる路線はないような状況でござ

います。しかしながら，県単補助事業であれば事業採択が可能な路線はあることか

ら，今後，農道整備事業を実施の際は，これら補助事業を活用して整備を実施して

まいりたいと考えております。農林水産課からの説明は以上でございます。 

○草間道路課長 引き続き，議案第８０号市道の路線の認定についてご説明させていた

だきます。議案書の６２ページをお願いいたします。道路課からの市道の認定につ

きましては，下から３行目の下高津四丁目２１号線，乙戸７９号線，荒川沖東一丁

目８号線の３路線でございます。いずれも開発行為による新設された道路でありま

して，道路側溝が布設されて舗装も完了しております。６５ページをお願いいたし

ます。初めに下高津四丁目２１号線は，第一学校給食センターの南側に位置します

下高津四丁目地内におきまして，株式会社アートによります開発面積約２，０２０

㎡で，５区画の宅地分譲予定地内に，幅員６ｍから９ｍ，延長９８．８８ｍの市道

を認定するものでございます。続きまして６７ページをお願いいたします。乙戸７
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９号線は，国道６号荒川沖交差点の西側に位置します荒川沖地内におきまして，株

式会社ユハラによります開発面積約１，４１０㎡で４区画の宅地分譲予定地内に幅

員６ｍ，延長１１０．５５ｍの市道を認定するものでございます。続きまして６９

ページをお願いいたします。荒川沖東一丁目８号線は，荒川沖東部地区学習等供用

施設の北東側に位置します荒川沖東一丁目地内におきまして，一誠商事株式会社に

よります開発面積約１，７４０㎡，７区画の宅地分譲予定地内に幅員６．０から９．

０ｍ，延長７８．３８ｍの市道を認定するものでございます。以上の３地区３路線

の市道の認定につきまして，よろしくお願いいたします。説明につきましては，以

上でございます。 

○勝田委員長 只今の説明について，何かご質疑はございますか。 

○栁澤委員 農道整備について，６３ページのこれから市道に認定する市道，これは，

諸々の工事をやって，その結果，新たに市道に認定するよという路線ですか，それ

か，元々農道であったのを，今回，市道に認定するものであるのか。 

○室町農林水産課長 この後，廃止の路線もありますので，説明させていただきますけ

れども，元々細かくあった従前の市道を取り払い，新たに整備した所に付け替えす

るような形になります。 

○栁澤委員 ということは，新たに整備をし直したということなんだね。 

○室町農林水産課長 はい，そうでございます。 

○栁澤委員 補助は，どのような形で，どこからどの位出たのか教えて下さい。 

○室町農林水産課長 こちらは先程お話させていただきました県営事業で，平成７年度

から事業をやっております。負担割合につきましては，国が５０％，県が３０％，

市が１０％で，あと地元土地改良区が１０％という事業割合でやっておりまして，

最終的な事業費につきましては３９億２，５００万円で整備しております。こちら

につきましては，用水路のパイプラインや機場設置とか，そういう排水路整備など

諸々を含めた金額となっております。 

○勝田委員長 よろしいですか。 

○栁澤委員 はい。 

○勝田委員長 他にございますか。 

（「なし」という声あり） 

○勝田委員長 なければお諮りいたします。議案第８０号市道の路線の認定については，

原案どおり決することに，ご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○勝田委員長 ご異議なしと認めます。よって議案第８０号は，原案どおり決しました。

次に，議案第８１号市道の路線の廃止について執行部より説明願います。 

○室町農林水産課長 議案書の７１ページ，議案第８１号市道の路線の廃止について，

ご説明いたします。今回廃止をお願いする路線は８９路線となっております。１枚

おめくりいただきまして７３ページをお願いします。市道路線廃止調書になってお

ります。１段目のⅡ級８号線から，２枚おめくりいただいて７７ページをお願いし
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ます。７７ページの最後の段の田村１５３号線までの８９路線については，手野地

区基盤整備事業の完了に伴い廃止をお願いする市道路線です。１枚おめくりいただ

いて７９ページをお願いします。このページの太線で示された路線が事業実施前に

あった従前の路線で，今回，廃止をお願いする市道箇所となっております。説明に

ついては以上となります。 

○勝田委員長 只今の説明について，何かご質疑はございますか。 

（「なし」という声あり） 

○勝田委員長 なければお諮りいたします。議案第８１号市道の路線の廃止については，

原案どおり決することに，ご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○勝田委員長 ご異議なしと認めます。よって議案第８１号は，原案どおり決しました。

次に，報告事項に入ります。執行部より説明願います。アの入札案件について，道

路課から，順次，説明願います。 

○草間道路課長 別添資料１ 入札案件につきましてご説明いたします。道路課入札案件

につきましては１２件でございます。１ページをお願いいたします。始めに，道路

台帳加除補正業務委託でございます。こちらの委託につきましては，市内全域の市

道につきまして，昨年度１年間に，新設，認定されました路線や改良工事によって

拡幅された路線等，道路現況の変更について調査を行いますと，データや図面等加

除補正をするものでございます。続きまして２ページをお願いいたします。２ペー

ジから２６ページまでの１０件につきましては，毎年実施しておりますⅠ級市道等

の主要幹線道路や常磐自動車道，国道６号バイパスの側道におけます路肩の法面等

の草刈業務の委託でございます。続きまして２７ページをお願いいたします。市道

小松ケ丘９号線改良工事でございます。こちらの工事は，小松ケ丘町地内のＪＲ常

磐線に近接した場所でございます。工事概要としましては，延長５０ｍの区間にお

きまして，現況幅員約５．５ｍの官地幅を活用して施工するもので，道路側溝を敷

設し，舗装を整備する工事でございます。道路課の案件につきましては，以上でご

ざいます。 

○浅岡公園街路課長 別添資料１の２８ページをお願いいたします。６月２７日執行の

指名入札案件でございます。委託件名乙戸水生植物園花菖蒲植栽業務委託でござい

ます。委託期間につきましては，契約日の翌日から６０日間。予定価格は２７７万

円でございます。圃場の９６０㎡に植えております約１，５００株の入れ替えの業

務委託でございます。説明は以上でございます。 

○黒須水道課長 同じく入札案件４件についてご報告いたします。位置図２９ページを

お願いいたします。大岩田配水場低区３号配水ポンプの増設工事でございます。当

施設は平成２３年度に竣工いたしました。以来，ポンプを交互に運転し，配水を行

っておりますが，時間帯によっては２台同時の稼働が必要となるため，計画当初よ

り，長期間ポンプを除いて維持管理の作業を行うオーバーホールを実施する来年度

に併せて３号ポンプを設置する計画であったことから，今年度１基増設するもので
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ございます。工事内容でございますが，配水ポンプ増設１台，配水ポンプ盤増設１

面，既設 LCD 監視制御設備機能増設１式，機械設備工事１式ほかでございます。続

きまして，３０ページの位置図をお願いいたします。第２次土浦市水道事業基本計

画等策定業務委託でございます。現在の土浦市水道事業基本計画が令和２年度で目

標年度を迎えることから，今年度，来年度の２ヵ年で，新たな基本計画を，水道ビ

ジョン計画，経営戦略，アセットマネジメント等と併せて策定するものでございま

す。具体的には，全ての計画の基礎資料となります中長期的な計画のアセットマネ

ジメント並びに厚生労働省が策定を推奨しております，今後の事業のあり方につい

て目標設定を行う水道ビジョン計画と整合性を図りながら，施設整備計画や管路更

新計画・耐震化事業等，個別事業の将来計画である基本計画を策定いたします。ま

た，総務省より令和２年度までに作成することを求められております中長期的な経

営の基本計画であります経営戦略の策定も合せて進めていくものでございます。続

きまして，位置図の３１ページをお願いいたします。配水管の布設工事であります。

工事箇所は西根南二丁目地内外で，要望によるものでございます。工事内容は，延

長４４．８ｍ，口径５０ｍｍの管布設でございます。続きまして，位置図３２ペー

ジをお願いいたします。配水管の新設工事の実施設計委託でございます。委託箇所

は沢辺地区で，相互連絡管の整備を行うための設計委託でございます。委託内容で

ございますが，延長３９０ｍ，口径７５ｍｍ管の布設工事でございます。説明につ

きましては以上でございます。 

○勝田委員長 只今の説明について，何かご質疑はございますか。 

（「なし」という声あり） 

○勝田委員長 なければイの工事発注状況報告については、各自で資料に目を通してい

ただくということで，説明は省略とさせていただきます。  

○勝田委員長 その他で何かありますか。 

（「なし」という声あり） 

○勝田委員長 執行部の方で何かございますか。 

（「なし」という声あり） 

○勝田委員長 なければ執行部は退席して結構です。 

（執行部退席） 

○勝田委員長 委員の方には，引き続き協議をお願いいたします。協議事項４，各種委

員会委員の選出として２点ございます。土浦市環境審議会委員と土浦市地域医療運

営協議会委員について，皆様方にご協議をしていただきたいと思います。任期はそ

れぞれ，令和元年７月１日から令和３年６月３０日までとなっております。こちら

は，５月に行われました令和元年第１回臨時議会での委員会で，６月３０日までの

残任期間で決めていただいたもので，現在は，土浦市環境審議会委員は小坂副委員

長，土浦地域医療運営協議会委員は平石委員となっておりますがいかがいたしまし

ょうか。 

（「継続でいいのでは」との声あり） 
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○勝田委員長 継続という声がありましたが，小坂副委員長，平石委員，継続というこ

とでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○勝田委員長 それでは，小坂副委員長が土浦市環境審議会委員，平石委員には土浦地

域医療運営協議会委員をお願いすることでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

○勝田委員長 それではよろしくお願いいたします。以上で産業建設委員会を終了いた

します。お疲れ様でした。 


